
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中野市役所 　0269-22-2111(代表)
※以下のうち、該当するものについてお手続きが必要になります。 豊田庁舎 　0269-38-3111

該当の方 お手続きの内容
担当
確認

担　当　課

国民健康保険資格確認書

後期高齢者医療被保険資格確認書

印鑑登録証

介護保険被保険者証

住民基本台帳カード

国民年金を受給
されていた方

死亡届及び
国民年金
未支給請求

国民年金に加入、
または受給前の方

遺族年金または死
亡一時金の支給
(一定の条件を満
たしたとき)

国民健康保険に
加入されていた方

葬祭費(50,000
円)が支給されま
す。

葬祭費(50,000
円)が支給されま
す。

保険料の精算等

身体障害者手帳
療育手帳
精神保健手帳
を所持していた方

返還届

福祉課 障がい福祉係
(庁舎　１階)内線２９５

豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

福祉医療費受給者
証をお持ちの方

福祉医療費給付金
受給資格喪失の届
出及び口座変更

福祉課 厚生保護係
(庁舎　１階)内線２７６

豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

市税が課税
されていた方

市税に係る相続人
代表者指定の届出

 税務課 収納係
(庁舎　１階)内線２２７

豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

犬を飼育されてい
た方

犬の登録事項の変
更

浄化槽を使用
されていた方

浄化槽管理者の変
更

市民霊園を使用
されていた方

名義変更・遺骨埋
蔵

６５歳以上の方
介護保険料の精算
等

・通帳(請求者の方のもの：還付の場合)

高齢者支援課 介護保険係
(庁舎　２階)
内線３６５

  豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

・福祉医療費受給者証
・印鑑、通帳(請求者の方のもの)

・相続人代表者指定(変更)届出書
(詳細は別紙による)
・通帳など口座がわかるもの、金融機関登
録印または 金融機関キャッシュカード、ク
イックカード(口座振替を希望する場合)

・犬の登録事項の変更届の提出が必要で
す。
・詳細は、環境課衛生係にお問い合わせく
ださい。

生活環境課 衛生係
(庁舎　１階)内線２４５

豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

・浄化槽管理者の変更届等の提出が必要で
す。
・詳細は、環境課衛生係にお問い合わせく
ださい。

【名義変更】
霊園使用許可証
住民票・戸籍謄本等
【遺骨埋葬】
埋葬許可証(火葬許可証交付時に渡された
複写用紙)

・障害者手帳
・印鑑(親族の方)

　亡くなられた　　　　　　　　　　　　様

これからのお手続きについて

お持ちいただくもの

お持ちの方

死亡のお届けによ
り失効しましたの
で、お返しくださ
い。

※亡くな
られた方
が所持さ
れていた
ものがあ
りました
らお返し
くださ
い。

市民課 窓口係
(庁舎　１階)

内線２３６・２７４

豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

・年金証書(受給されていた場合)
・年金手帳(受給前の場合)
・預金通帳(請求者名義のもの)
・戸籍謄本、抄本(亡くなられた方と請求者
の関係がわかるもの)
※請求者が配偶者の場合は不要。
・請求者のマイナンバーが確認できる書類
※請求できる順位は配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹の順位になります。
※別居されていた場合は、生計維持・同一
証明書が必要になります。

市民課 国保年金係
(庁舎　１階)

内線２３７・２９６・３０４

豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

・葬祭費支給申請書
・印鑑(喪主の方のもの)
・通帳(上記の方のもの)
・葬祭を行った事実が確認できるもの

後期高齢者医療に
加入されていた方

・葬祭費支給申請書
・印鑑、通帳(喪主の方のもの)
・葬祭を行った事実が確認できるもの
・通帳(請求者の方のもの：還付の場合)



該当の方 お手続きの内容
担当
確認

担　当　課お持ちいただくもの

児童手当を受給
されていた方

受給者変更手続き
等

子育て課 子ども支援係
(庁舎　２階)内線３６２

豊田庁舎
市民課 豊田窓口係

児童を扶養
されていた方

児童扶養手当の申
請

福祉課 厚生保護係
(庁舎　１階)内線２９８

土地・家屋の所有
についてお困りの
方

都市建設課 建築住宅係
(庁舎 ３階)内線３５８

農業委員会
(庁舎 ３階)内線４０９

相続に伴う所有権
移転登記の申請を
お願いします。

長野地方法務局飯山支局
0269-62-2302

農地をお持ちの方 農地の相続の届出

森林の土地をお持
ちの方

森林の相続の届出
農業振興課 耕地林務係

(庁舎　３階)
内線２５１・２５２

豊田有線テレビに
加入(利用)されて
いた方

名義変更
使用中止
脱退

【指定管理業者】
テレビ北信

ケーブルビジョン

中野市大字中野1863-1
0269-26-0202

 ※お手続きの際には、「本人確認」が必要になります。マイナンバーカード、運転免許証等をお持ちください。

土地・家屋を所有
されていた方

○土地(農地等利用にお困りの方、家屋を
使用せず空き家になるなどの相談)

○預金払戻等にも利用できる「法定相続情
報証明制度」を含め、お手続きについては、
長野地方法務局飯山支局にお問合せくだ
さい。
・相続登記は、令和６年４月１日から申請が
義務化されています。

・印鑑(相続する方のもの)
農業委員会事務局

 (庁舎　３階)内線４０９
農業者年金を受給・加入されていた方

(国民年金とほぼ同様の手続きが必要にな
ります。)

都市建設課 建築住宅係
(庁舎　３階)内線２７３

※県営住宅については
北信建設事務所 建築課

(代表)0269-22-3111

○入居名義人を変更し入居を継続される
場合
・市営住宅入居承継承認申請書
・印鑑(申請者の認印)

○入居名義人以外の同居されている方が
亡くなられた場合
・市営住宅同居者異動報告書
・亡くなられた方の除票後の住民票又は除
票の写し
・印鑑(申請者の認印)

・印鑑(相続する方のもの)

【名義変更届】
・印鑑(新規登録される方)
・通帳、金融機関登録印(今後口座振替を希
望する場合)
【使用中止届】※使用を一時中止される場
合
・印鑑(親族の方)
【脱退届】※今後利用されない場合
・印鑑(親族の方)

亡くなられた方の
名義で使用されて
いた上下水道設備
がある方

使用者、支払者等
の登録内容の変更
(料金精算を伴う
場合があります)

○家族・親族間の名義変更で今後納付書払
を希望、または登録口座の変更がない場合
・特にありません(電話で手続き可)

市営住宅に入居さ
れていた方

入居者の異動に伴
う届出

○市営住宅から退去される場合
・市営住宅明渡届出表
・印鑑(届出者の認印)

水道料金センター
（庁舎　３階）内線２８４

○家族・親族間の名義変更で今後口座振替
払を希望の場合
・通帳など口座がわかるもの、金融機関登
録印
　または 金融機関キャッシュカード(クイッ
クカード)
○土地・建物の所有者等が家族・親族以外
になる場合
・土地売買契約書又は登記簿謄本など、 所
有権等の異動がわかる文書の写し
・印鑑

○児童手当を受給されていた方が亡くなら
れた場合
・健康保険被保険者証または資格確認書
(新たに請求者となる方のもの)
・通帳等の写し(新たに請求者となる方のも
の)
・新たに請求者となる方のマイナンバーが
確認できる書類

○申請の際に面接が必要となりますので、
福祉課へお越しください。


